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　　　　　　　　論　　脱

民事裁判における割合的認定・◆……

大株主（または支配株主）の抑制法理（積極的義務）

の展開（英米法に関連して）……

一経営管理の抑制措置の研究（その3）一

アメリカ法における酩酊と刑事責任・一………一

一公共の場で酩酊した（いわゆる公然酩酊罪）

慢性アルコール中毒者の責任能力について一

・・中村雅麿（1）

・・別府三郎（23）

一田中圭二（59）
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